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平
成
２５
年
度
黒
潮
町
宮
川
奨
学
資

金
貸
与
奨
学
生
を
募
集
し
ま
す

　
黒
潮
町
で
は
、
教
育
の
機
会
均
等
を

図
り
、
社
会
の
健
全
な
発
展
に
寄
与
す

る
と
と
も
に
、
有
為
の
人
材
を
育
成
す

る
こ
と
を
目
的
に
、
学
資
の
貸
与
を
受

け
る
黒
潮
町
宮
川
奨
学
資
金
貸
与
奨
学

生
を
募
集
し
ま
す
。

◆
申
込
受
付
期
間

　
２
月
１
日（
金
）〜

２５
日（
月
）

◆
奨
学
生
の
資
格

①
申
請
者
お
よ
び
保
護
者
が
本
町
に
引

き
続
き
３
年
以
上
居
住
し
て
い
る
方

（
住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い

る
こ
と
）

②
優
秀
な
学
徒
で
高
等
学
校
以
上
の
学

校
に
入
学
な
ら
び
に
在
学
し
、
修
学

の
志
を
有
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

経
済
的
理
由
に
よ
り
修
学
ま
た
は
入

学
困
難
と
認
め
ら
れ
る
方

③
品
行
方
正
、
向
学
心
旺
盛
、
志
操
堅

実
で
在
学
学
校
長
の
推
薦
が
あ
る
方

※
奨
学
生
は
「
黒
潮
町
宮
川
奨
学
資
金

資
格
選
考
委
員
会
」
の
意
見
を
も
と

に
教
育
長
が
決
定
し
ま
す
。

◆
奨
学
金
の
額

①
高
校
ま
た
は
こ
れ
と
同
程
度
の
学
校

の
奨
学
生
　
　
　
月
額
２
万
円
以
内

②
大
学
ま
た
は
こ
れ
と
同
程
度
の
学
校

の
奨
学
生
　
　
　
月
額
３
万
円
以
内

※
奨
学
金
は
無
利
息
で
す
。

◆
奨
学
金
の
貸
与

　
４
月
お
よ
び

１０
月
の
、
年
２
回
に
分

け
て
貸
与
し
ま
す
。

◆
貸
付
の
期
間

　
そ
の
学
校
に
お
け
る
正
規
の
修
学
期

間
を
限
度
と
し
ま
す
。

◆
奨
学
金
の
返
還

　
卒
業
の
月
の
１
年
後
か
ら
、
奨
学
資

金
貸
付
年
数
の
２
倍
以
内
の
期
間
内
に
、

全
額
を
半
年
賦
で
返
還
し
て
く
だ
さ
い
。

【
納
付
期
日
】

・
前
期
分
　
６
月

２５
日
ま
で

・
後
期
分
　

１２
月

２５
日
ま
で

◆
申
請
の
手
続
き

　
奨
学
金
を
希
望
す
る
方
は
、
出
身
学

校
ま
た
は
在
学
校
長
の
推
薦
を
受
け
て
、

下
記
の
期
間
内
に
、
次
の
書
類
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。（
す
べ
て
の
書
類
は
１

部
で
結
構
で
す
）

①
奨
学
生
願
書
（
様
式
第
１
号
）

②
奨
学
生
推
薦
調
書
（
様
式
第
２
号
）

③
添
付
書
類

・
住
民
票
（
申
請
者
・
保
護
者
）

・
平
成

２３
年
中
分
の
所
得
証
明
書
（
申

請
者
の
世
帯
全
員
）

・
平
成

２４
年
度
分
の
納
税
証
明
書
（
申

請
者
の
世
帯
全
員
）

○
申
込
・
お
問
い
合
わ
せ

　
教
育
委
員
会 

学
校
教
育
係

　
〒
７
８
９
―
１
７
９
５

　（
黒
潮
町
佐
賀
１
０
９
２
―
１
）

　
　
蕁
５
５
―
３
１
９
０（
直
通
）

　
こ
の
手
当
は
、
家
庭
に
お
い
て
寝
た

き
り
の
方
な
ど
を
介
護
し
て
い
る
方
に

対
し
て
、
在
宅
介
護
手
当
を
支
給
す
る

こ
と
に
よ
り
、
介
護
者
を
激
励
し
そ
の

労
に
報
い
る
と
と
も
に
、
住
民
の
福
祉

の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
ま
す
。

◆
対
象
者

　
次
の
①
〜
④
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
方
を
在
宅
で
常
時
介
護
し
て
い
る
方

に
支
給
し
ま
す
。

①
介
護
保
険
法
に
よ
り
要
介
護
４
ま
た

は
５
の
要
介
護
認
定
を
受
け
た
方

②
寝
た
き
り
の
高
齢
者
で
そ
の
状
態
が

３
カ
月
以
上
継
続
し
て
い
る
方

③
障
害
児
福
祉
手
当
お
よ
び
特
別
障
害

者
手
当
の
支
給
に
関
す
る
省
令
第

１５

条
の
規
定
に
基
づ
く
認
定
を
得
て
い

る
方
で
、
寝
た
き
り
の
方

④
認
知
症
高
齢
者
に
つ
い
て
は
、
医
師

が
認
知
症
を
認
め
る
方
で
「
認
知
症

高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度
判
定
基

準
」
に
よ
る
ラ
ン
ク
Ⅲ
以
上
に
相
当

し
、
そ
の
状
態
が
３
カ
月
以
上
継
続

し
て
い
る
方

※
②
・
③
は
「
障
害
高
齢
者
の
日
常
生

活
自
立
度
判
定
基
準（
寝
た
き
り
度
）」

ラ
ン
ク
Ｂ
ま
た
は
Ｃ
に
該
当
す
る
方

で
す
。
②
〜
④
に
該
当
す
る
方
に
つ

い
て
は
、
町
か
ら
調
査
に
伺
い
、判

定
し
ま
す
。

◆
認
定

　
在
宅
介
護
手
当
の
支
給
を
受
け
る
た

め
に
は
、
受
給
資
格
の
認
定
が
必
要
で

す
の
で
認
定
申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

◆
手
当
の
額

　
被
介
護
者
１
人
に
つ
き
月
額
１
万
円

で
す
。「
認
定
さ
れ
た
翌
月
」
か
ら
支

給
対
象
と
な
り
ま
す
が
、
支
給
申
請
の

必
要
が
あ
り
ま
す
。

◆
支
給
対
象
月

　
在
宅
で
の
介
護
期
間
が
月
の
半
数
以

上
の
月
は
手
当
の
支
給
対
象
と
し
ま
す
。

入
院
や
施
設
入
所
な
ど
で
、
在
宅
で
の

介
護
期
間
が
半
月
未
満
の
月
は
手
当
の

支
給
は
行
い
ま
せ
ん
。

○
申
請
・
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

健
康
福
祉
課 

介
護
保
険
係

蕁
４
３
―
２
１
１
６（
直
通
）

黒
潮
町
在
宅
介
護
手
当
に
つ
い
て


